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2023年9月のニュースレターでは、施行30周年を迎える英国仲裁法の改正案が提出されたことにつ
いて取り扱った。改正案は極めて軽微な変更のようにみえるが、以下のような変更事項が含まれて
いた：

- 仲裁人の開示義務の成文化

- 辞任・解任に関する仲裁人の免責事項の強化   

- 仲裁人が勝訴の見込みのない争点を略式で処理する権限の規定   

- 仲裁手続・緊急仲裁人を支援する裁判所の権限の明確化  

- 管轄権の異議申立てに関する枠組みの改定   

- 仲裁合意の準拠法に関する規則の新設

しかし、Rishi Sunak首相による7月（秋に予定されていた）の総選挙の実施決定は、すべての国会
審議の停止を引き起こした。その結果、法案成立に必要なすべての議会の審議を通過していない法
案（仲裁法改正案も含まれる）の審議は自動的に保留となった。英国（UK）には「wash-up」と呼
ばれる憲法上の手続があり、議会が正式に解散される前の最後の数日間で、議論の余地のない法案
を速やかに成立させることができる。仲裁法改正案は議論の余地はなかったものの、この手続の対
象とはならなかった。

興味深いことに、コメンテーターの中には、P&ID v Nigeria [2023] EWHC 2638 (Comm)事件の英国
高等法院判決が大きく報じられたことを踏まえ、これを機に法務省（Ministry of Justice：仲裁法案
を所管する関係省庁）が仲裁法のさらなる改正を提案するのではないかとの疑問を持つ者もいる。
この事件では、数十億ドル規模の仲裁判断が、その基礎となる契約と仲裁手続中の当事者の行動の
汚職性に照らして破棄された。この事件は、詐欺や汚職の問題に対処する場合の仲裁廷の役割や、
仲裁廷がより早い段階で介入しより踏み込んで汚職を摘発すべきだったかについて、英国の仲裁コ
ミュニティで大きな論争を引き起こした。
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いずれにせよ、7月4日の選挙後まもなく新議会が構成されるが、立法は白紙の状態からスタートす
ることになる。今となっては改正仲裁法の成立は2025年になる可能性があるが、2024年のうちに
法案が成立する可能性もまだ残っている。
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